
福島県公共事業評価委員会設置要領

（ 趣 旨 ）

第１ この要領は、福島県公共事業評価システム要綱（以下，「要綱」という。）第８条第

１項の規定により設置される「福島県公共事業評価委員会（以下、「評価委員会」とい

う。）」の組織、運営に関する事項を定める。

（ 所掌事務 ）

第２ 評価委員会の事務は、要綱第７条第３項により県が提出した対象事業に係る対応方

針（案）について審議を行い、知事に意見の具申を行うこととする。

（ 審議の方法 ）

第３ 第２の審議は、次により行うものとする。

（１） 評価委員会は、県が提出する対応方針（案）等に基づき、対象事業について概括

的な評価を行い（第１次評価）、個別事業毎に詳細審議が必要な事業を抽出し、第

７に定める部会に審議を付託する。

この場合において、要綱第４条に定める大規模公共事業にあっては、原則として

部会に審議を付託する。

（２） 部会は、（１）により付託を受けた事業について、個別事業毎に評価を行い（第

２次評価）、部会の意見を取りまとめ、評価委員会に報告する。

（３） 評価委員会は、評価結果を踏まえ、評価委員会としての意見を決定し、知事に意

見を具申するものとする。

この場合において、部会に審議を付託した事業にあっては、部会の意見を踏まえ

るものとする。

（ 組 織 ）

第４ 評価委員会は委員１２名以内をもって組織し、次に掲げる学識経験者のうちから知

事が委嘱する。

（１） 地域政策、経営・経済学等に関する学識を有する者

（２） 公共事業に関する専門的な学識を有する者

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

３ 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。



（ 委員長 ）

第５ 評価委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

２ 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

３ 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委

員がその職務を代理する。

（ 会 議 ）

第６ 評価委員会は、知事が招集する。

２ 評価委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

３ 評価委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するとこ

ろによる。

（ 部 会 ）

第７ 評価委員会に、第一部会及び第二部会の各部会を置く。

２ 各部会は、評価委員会から付託された事案を処理する。

この場合において、原則として、第一部会は土木部所管等に係る案件を、第二部会は

農林水産部所管に係る案件を、それぞれ処理する。

３ 部会は、委員長の指名する者をもって組織する。

４ 第５及び第６の規定は、部会について準用する。

（ 意見の聴取 ）

第８ 評価委員会及び部会は、審議に関し必要に応じて特定の分野に関する学識経験のあ

る者等の出席を求め、その意見を聴くことができる。

（会議の非公開）

第９ 委員長は、次のいずれかに該当すると認める場合には、会議に諮って非公開とするこ

とができる。

なお、緊急を要する場合には委員長の判断によるものとする。

ア 会議において、福島県情報公開条例（平成１２年福島県条例第５号）第７条各号

に定める不開示事由に該当する情報に関し審議等を行う場合。

イ 会議を公開することにより、公正又は円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認

められる場合。



（ 庶 務 ）

第10 評価委員会の庶務は、企画調整部復興・総合計画課において処理する。

（ 補 則 ）

第11 この要領に定めるもののほか、評価委員会の運営及び審議方法に関し必要な事項は、

委員長が別に定める。

（ 附 則 ）

１ この要領は、平成１１年 ３月 ４日から施行する。

（ 附 則 ）

１ この要領は、平成１２年 ４月 １日から施行する。

（ 附 則 ）

１ この要領は、平成１２年１０月 １日から施行する。

（ 附 則 ）

１ この要領は、平成１４年 ４月 １日から施行する。

（ 附 則 ）

１ この要領は、平成１５年 ４月 １日から施行する。

（ 附 則 ）

１ この要領は、平成１６年 ４月 １日から施行する。

（ 附 則 ）

１ この要領は、平成２０年 ４月 １日から施行する。

（ 附 則 ）

１ この要領は、平成２３年 ９月 １日から施行する。


